
令和８年度６月補正（追加）予算に係る新規及び主要事業説明資料一覧表

事業名 予算額(千円) 頁

長寿介護課 高齢者熱中症対策エアコン購入費補助事業            780 1

環境政策課 省エネ家電製品購入促進補助事業         10,500 2

計 ２事業

課名
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令和８年度６月補正予算（追加）に係る新規及び主要事業説明資料 

 

     

     

  

会計名 一般会計 事業 
高齢者熱中症対策エアコ

ン購入費補助事業 
担当課 長寿介護課 

事業実施期間 令和８年度～ 年度 款 ３ 項 １ 目 ３ 

令和８年度 令和７年度 令和６年度 

当初予算額 決算見込額 決算額 

千円 千円 千円 

令和８年度 
補正予算額 

財  源  内  訳          (単位：千円) 

国庫 
支出金 

県支出金 
使用料・ 
手数料 

分担・負
担金 

繰入金 地方債 その他 一般財源 

780千円 780        

○事業の目的・効果 

  夏季の酷暑が恒常化する中、自宅にエアコンが１台も設置されていない（故障により使用できる

エアコンがない場合も含む。）高齢者に対し、家庭用エアコンの購入及び設置に要する費用を補助

することにより、高齢者の生活環境を整え、熱中症による健康被害の防止を図るもの。 

 

○事業の内容 

高齢者の熱中症による健康被害の防止を図るため、新たに購入及び設置する家庭用エアコンに対

し補助を実施するもの。 

 

１ 対象者 

  次のいずれにも該当するもの。 

 (1) 申請時において市内に住所を有する 65歳以上のみの世帯で、世帯全員が市民税非課税の人 

 (2) 自宅にエアコンが１台も設置されていない人（故障により使用できるエアコンがない場合も

含む。） 

 (3) 岩倉市税の滞納がない人 

 (4) 暴力団員でない人、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない人 

２ 補助額 

(1) エアコン１台の購入及び設置に係る費用 上限７万８千円 

※令和８年７月１日から令和９年２月 28日までに購入及び設置した場合に適用する。ただし、

居住する住宅に１台限りとする。 

※エアコンを対象とした他の補助金との併用は不可。 

 ３ 申請期間 

      令和８年７月１日～令和９年３月５日 

 

○積算根拠 

【歳出】 

  負担金、補助及び交付金 780千円 

   ｴｱｺﾝ 78,000円×10世帯＝780,000円 

  

【歳入】 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 780千円 
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令和８年度６月補正予算（追加）に係る新規及び主要事業説明資料 

   

       

  

会計名 一般会計 事業 
省エネ家電製品購入促進

補助事業 
担当課 環境政策課 

事業実施期間 令和４年度～ 年度 款 ４ 項 １ 目 ６ 

令和８年度 令和７年度 令和６年度 

当初予算額 決算見込額 決算額 

千円 千円 千円 

令和８年度 
補正予算額 

財  源  内  訳          (単位：千円) 

国庫 
支出金 

県支出金 
使用料・ 
手数料 

分担・負
担金 

繰入金 地方債 その他 一般財源 

10,500千円 10,500        

○事業の目的・効果 

  近年のエネルギー価格の不安定化に加え、夏季の酷暑が恒常化する中、市民の家計負担を軽減し、

快適な生活環境を確保するため、省エネ家電への買い替えを促進し、電気代の抑制を通じて市民生

活を支えるもの。あわせて、脱炭素社会の実現に向けた市民の環境意識の向上を図り、市全体の温

室効果ガス排出削減に寄与するもの。 

 

○事業の内容 

市民の家計負担軽減と脱炭素化を推進するため、省エネ性能が高いエアコン及びＬＥＤ照明器具

の２品目に対し購入補助を実施するもの。 

１ 対象家電 

(1) エアコン（2027年度省エネ基準達成率 100％以上のもの） 

 (2) ＬＥＤ照明器具（2020年度省エネ基準達成率 100％以上のもの） 

２ 対象者 

 (1) 申請時において市内に住所を有する（住民登録をしている）人 

 (2) 岩倉市税の滞納がない人 

 (3) 暴力団員でない人、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない人 

３ 補助額 

(1) エアコン 上限５万円 

 (2) ＬＥＤ照明器具 上限１万円 

※購入費（設置費を含む。）に対し、エアコンは３分の１、ＬＥＤ照明器具は２分の１を乗じた

額（千円未満切り捨て）を補助する。 

※対象家電の台数には制限なく、令和８年７月１日から令和９年２月 28日までに購入及び設置

した場合に補助の対象とする。ただし、補助金の交付は一世帯につき１回までとする。 

※エアコン及びＬＥＤ照明器具を対象とした他の補助金との併用は不可。 

 ４ 申請期間 

      令和８年７月１日～令和９年３月５日 

 

○積算根拠 

【歳出】 

  負担金、補助及び交付金 10,500千円 
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   ｴｱｺﾝ 50,000円×200世帯＝10,000,000円 

   ＬＥＤ照明器具 10,000円×50世帯＝500,000円 

 

【歳入】 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 10,500千円 


